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１ 水資源保全地域の名称、指定の面積及び区域 
 

名   称 面積（ha） 区 域 

佐久市東
ひがし

（第１・第２） 

水資源保全地域 
9.02 

佐久市志賀字長山１番 94から 96まで、

108、155から 164まで、167、168、171、

172、175、228から 234まで、236から

240まで、247から 253まで、255、279 

から 289まで、309、316から 391まで、

394から 398まで、400から 403まで、

419から 429まで、441から 470まで、

477から 480まで及び 548の区域 
 
 
２ 指定日  
  令和８年３月 16日（月） 
 

３ 指定の効果 

水資源保全地域において土地の売買等に係る契約を締結しようとする場合には、 

土地所有者等は３か月前までに知事への届出が必要となります。 
 
＜参考＞長野県豊かな水資源の保全に関する条例の概要 

水資源の保全のために必要があると認められる地域について、知事が市町村長からの申出により

「水資源保全地域」として指定します。指定後は、水資源保全地域における土地取引等について、  

県への事前届出が必要となります。県は、届出の内容や利用目的等から水資源の保全に支障が生ずる

おそれがあると認めるときは、必要な助言等を行います。今回の指定を含め、県内では６市町村   

22地区が指定となります。 
 
４ その他 

関係図面は、長野県環境部水大気環境課、長野県佐久地域振興局環境・廃棄物対策課

のほか、佐久市環境部環境政策課においても縦覧可能です。 

 

長野県（環境部）プレスリリース  令和８年（2026 年）３月 16 日 

 

新たに水資源保全地域を指定しました 

 長野県豊かな水資源の保全に関する条例（平成 25年長野県条例第 11号）第９条

第１項の規定による水資源保全地域として、佐久市の一部区域を指定しました。 

（問合せ先） 

担 当 水大気環境課水環境保全係 馬島、髙橋 

電 話  （直通）026-235-7176 

（代表）026-232-0111（内線）2754 

F A X  026-235-7366 
E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp 

長野県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 


